
対策名 事業名 事業内容 国庫補助の有無
25年度予算額

（千円）
実施主体

・がん診療連携拠点病院機能強化事業
・がん診療連携拠点病院の機能強化を目的とし
た事業に対する補助

 がん診療連携拠点病院機能強化
事業
１/2

(厚生労働省健康局）

48,854
拠点病院

（補）

・がん看護実践力向上研修事業
・がん医療の高度化に伴うより専門性を有した看
護師を育成するための研修を実施

医療提供体制推進事業
定額

(厚生労働省医政局）
1,966 県

・がん医療センター整備事業
・県立病院に診療科横断の「チーム医療」を導入
するともに、放射線療法や化学療法体制等を整
備

無 125,208 県

・陽子線がん治療施設整備事業
・県立病院の敷地内に陽子線を活用したがん治
療施設を整備（平成２３年３月開始）

無 476,776 県

・がん医療センター運営事業（リニアック更
新）

放射線治療装置「リニアック」の更新 無 28,854 県

・がん専門医等育成事業

・放射線治療医、腫瘍内科医のネットワークを活
用して、診断力向上、若手医師の養成を図る。
・病理診断ネットワークの整備（バーチャルスライ
ド整備）

都道府県健康対策推進事業
1/2

(厚生労働省健康局）
地域医療再生基金

27,326 県

・がん診療連携拠点病院機能強化事業
・がん診療連携拠点病院の機能強化を目的とし
た事業に対する補助

がん診療連携拠点病院機能強化
事業
1/2

(厚生労働省健康局）

再掲
48,854

拠点病院
（補）

・訪問看護ステーションの看護師研修
・訪問看護師に対する緩和ケアの専門的な技術
を習得させる研修を実施

医療提供体制推進事業
1/2

(厚生労働省医政局）
389

福井県看護協会
（委）

・がん在宅緩和ケア推進検討モデル
・全県下で在宅緩和ケア体制を整備するための
モデル事業を実施

無 1,160 県

平成２５年度における「がん対策」に関する具体的な事業一覧

都道府県名　福井県

（１）放射線療法及び化学療法の推進並びにこれら
を専門的に行う医師等の育成

（２）治療の初期段階からの緩和ケアの実施



対策名 事業名 事業内容 国庫補助の有無
25年度予算額

（千円）
実施主体

・がん診療連携拠点病院機能強化事業
・がん診療連携拠点病院の機能強化を目的とし
た事業に対する補助

がん診療連携拠点病院機能強化
事業
1/2

(厚生労働省健康局）

再掲
48,854

拠点病院
（補）

・がん登録事業
・がん委員会の指導と医療機関の協力により県
がん登録を実施し、がん患者の動向を把握、分
析

無 4,858 県

・未成年者に対する喫煙を防止、たばこ対策推
進会議を開催

健康な生活習慣づくり重点化事業
1/2

(厚生労働省健康局）
502 県

・糖尿病患者に対して糖尿病性腎症や慢性腎不
全（CKD）の正しい知識の普及を図り、糖尿病予
防のための支援を実施、医療連携体制の構築

慢性腎臓病(CKD)特別対策事業
糖尿病疾病管理強化対策事業

1/2
(厚生労働省健康局）

再掲
1,199

県
食生活改善推進協

議会（委）

・糖尿病患者に対して糖尿病性腎症や慢性腎不
全（CKD）の正しい知識の普及を図り、糖尿病予
防のための支援を実施、医療連携体制の構築

慢性腎臓病(CKD)特別対策事業
糖尿病疾病管理強化対策事業

1/2
(厚生労働省健康局）

1,199
県

食生活改善推進協
議会（委）

・運動不足の働き盛り世代に運動の習慣をつけ
るため、職場のグループでウォーキング等に取り
組める機会を提供

無 1,153 県

・地元食材を活かした低カロリー・低塩分の健康
メニューを県内社員食堂や店舗を通じて発信

健康な生活習慣づくり重点化事業
1/2

(厚生労働省健康局）
3,625 県

・健康づくり推進協議会運営費
・県民の健康づくり施策を総合的に検討し、がん
予防等各分野で効果的に事業を実施

地域・職域連携推進事業
1/2

(厚生労働省健康局）
1,164 県

・元気長生きがん予防推進事業

・がん検診受診者拡大のため個別受診勧奨とし
ての受診券発行
・がん検診受診勧奨センターからの電話・郵便勧
奨
・市町受診率アップ推進に検診経費の補助
・小規模事業所への出前がん検診
・がん検診推進医（かかりつけ医師）からの受診
勧奨の推進
・がん検診受診促進キャンペーン（子宮の日・母
の日・父の日）

都道府県健康対策推進事業
1/2

(厚生労働省健康局）
無

52,178
県

市町（補）

・成人病検診従事者指導講習会事業
・市町が行う検診に従事する医師・検査技師を対
象に技術講習会を開催

無 314 県

・がん委員会運営費
・専門的な見地からがん登録の分析、市町等の
検診事業に対する助言・指導

無 1,335 県

・がん検診機器整備事業 ・マンモグラフィ機器整備に対する補助 無 15,000 個別検診機関(補）

（３）がん登録の推進

（４）がん予防・早期発見の推進

・メタボリック対策推進事業



対策名 事業名 事業内容 国庫補助の有無
25年度予算額

（千円）
実施主体

・がん診療連携拠点病院機能強化事業
・がん診療連携拠点病院の機能強化を目的とし
た事業に対する補助

がん診療連携拠点病院機能強化
事業
1/2

(厚生労働省健康局）

再掲
48,854

拠点病院
（補）

がん患者相談支援推進事業
・まちなかでのがん相談や患者サロンの実施に
よる患者支援
・小児がんの子ども等を支援するための派遣

都道府県健康対策推進事業
1/2

(厚生労働省健康局）
2,219

県
福井県看護協会

（委）

・がん診療連携拠点病院機能強化事業
・がん診療連携拠点病院の機能強化を目的とし
た事業に対する補助

がん診療連携拠点病院機能強化
事業
1/2

(厚生労働省健康局）

再掲
48,854

拠点病院
（補）

・がん医療センター整備事業
・高度な診療診断・研究の拠点として、県立病院
内に「がん医療センター」を整備

無
再掲

125,208
県

（７）がんに関する研究の推進 ・がん医療センター整備事業
・県立病院内に整備した「がん医療センター」に
おいて、高度な診療診断・臨床研究を推進

無
再掲

125,208
県

・職域検診受診者実態調査事業
・職域等の受診状況把握のため、検診機関での
受診者の実態を調査

無 1,500 県

・がん対策推進計画改定事業
・平成19年度に策定した福井県がん対策推進計
画の改定

無 350 県

795,930

（６）がん医療水準均てん化の促進

（８）その他

「健康対策」予算合計（様式３の「がん対策」予算合計と一致すること）              　　　　　　　　　　　　　　　再掲を除く

（５）がん医療に関する相談支援及び情報提供



○都道府県によって「がん対策」とする範囲などが異なりますので、ご注意のうえご覧ください。

対策名 事業名 事業内容 国庫補助の有無
24年度予算
額（千円）

25年度予算
額（千円）

実施主体

795,930

（４）がん予防・早期
発見の推進

・メタボリック対策推進事業 ・糖尿病患者に対して糖尿病性腎症や慢性腎不
全（CKD）の正しい知識の普及を図り、糖尿病予防
のための支援を実施、医療連携体制の構築

1,199 県食生活
改善推進
協議会
（委）

794,731

（１）放射線療法及
び化学療法の推進
並びにこれらを専門
的に行う医師等の
育成

・陽子線がん治療施設整備
事業

・県立病院の敷地内に陽子線を活用したがん治療
施設を整備（平成２３年３月開始）

無 476,776 県

（１）放射線療法及
び化学療法の推進
並びにこれらを専門
的に行う医師等の
育成

・がん医療センター運営事
業（リニアック更新）

放射線治療装置「リニアック」の更新 無 28,854 県

（４）がん予防・早期
発見の推進

・がん検診機器整備事業 ・マンモグラフィ機器整備に対する補助 無 15,000 個別検診
機関(補）

274,101
◎調整3：肝炎対策の検査費・治療費助成、子宮頸がんワクチン接種費、がん検診費などを除外（別記された普及啓発費などは対象外）
（４）がん予防・早期
発見の推進

・元気長生きがん予防推進
事業

・市町受診率アップ推進に検診経費の補助 都道府県健康対策
推進事業1/2(厚生労
働省健康局）
無

28,040 県
市町（補）

246,061●調整1、2、3後の合計額

○調整の引き算をした際に、四捨五入の関係などで、合計額がわずかにずれる場合がありますので、ご了承ください。

●都道府県庁記入の元資料の合計額
◎調整１：がん対策以外の事業を除外（糖尿病対策など）

●調整１後の合計額
◎調整2：大型のハード予算を除外（建設費、高額機器整備費など）

●調整１、2後の合計額

平成25年度「がん対策」に関する具体的な事業一覧（調整後数値）
がん政策情報センター事務局作成

〔福井県〕
がん対策に関する具体的な事業一覧の資料が都道府県によって作成の仕方が異なるため、一部の調整を行った参考資料を作成いたしました。
○47都道府県のがん対策予算のデータは、合計額の横比較やランキング化のためではなく、好事例や現況の把握のために掲載しております。

○下記に、事務局において、一定の範囲の調整済数値を作成いたしましたので、こちらもご参考になさってください。ただし、これも下記にある調整1～4の範囲
に限定したものに過ぎず、完全な調整ではありませんので、ご留意なさってください。
○調整項目が、他の項目と合わせた額として計上されている場合は、調整項目以外の相当額も一緒に引かれることになります。
○使途によって、都道府県庁作成の元資料と、この参考資料の両方をご活用なさってください。



調整対象なし
246,061

参考：福井県人口　79.3万人（2011年，出典：人口動態統計）

◎調整4：その他、他の都道府県にない例外的で金額が大きな項目を除外

●調整1、2、3、4後の合計額


